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(57)【要約】
【課題】絶縁抵抗器を用いた絶縁抵抗の測定作業におけ
る安全性と作業効率を高めることが可能なメガリングフ
ィルタ用接地工具を提供する。
【解決手段】メガリングフィルタ用接地工具１ａは、フ
ック開閉部２がフック６１に対し絶縁棒６０との接続箇
所の近傍に取り付けられるとともに、ワイヤ操作部３が
絶縁棒６０の下端近傍に取り付けられた構造となってい
る。
　フック開閉部２は、中空構造のフック開閉部本体７と
、フック６１の先端６１ａに上部を接触又は近接可能に
フック開閉部本体７の上面に立設される長尺直方体状の
閉塞具８と、ケーブル６２の上端が電気的に接続された
状態でフック開閉部本体７の内部に設置される導通体９
ａ（図示せず）と、一部を接触させるようにしてフック
６１に対して電気的に接続されるとともに、少なくとも
一部がフック開閉部本体７の内部に設置される導通体９
ｂと、を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁棒の上部にフックを有するメガリングフィルタにおいて、
　前記フックと前記絶縁棒の接続箇所の近傍に設置される中空のフック開閉部本体と、
　前記絶縁棒の下端近傍に設置されるワイヤ操作部と、
　このワイヤ操作部に一端が連結されるとともに前記絶縁棒の長手方向に沿って移動可能
に設置されるワイヤと、
　前記フックの先端に対して先端側を離接可能に設置されて前記フックの開口部を閉塞若
しくは開放するとともに前記ワイヤの他端が連結される閉塞具と、
　ケーブルを介して接地金具と電気的に接続されるとともに前記フックに対して離接可能
に設置される導通手段と、を備え、
　前記ワイヤは、前記ワイヤ操作部の操作に伴って前記絶縁棒の長手方向に沿って移動し
、
　前記閉塞具は、前記ワイヤに引っ張られることによって前記フックの前記開口部を閉塞
状態から開放状態へ切り換え可能に前記フック開閉部本体に設置され、
　前記導通手段は、前記ワイヤに引っ張られることによって前記フックに対して一部が接
触可能に前記フック開閉部本体に設置されたことを特徴とするメガリングフィルタ用接地
工具。
【請求項２】
　前記閉塞具は、前記先端側が回動して前記フックの先端に対して離接可能に基端側が前
記フック開閉部によって回動自在に保持されるとともに、前記ワイヤに引っ張られること
により前記フックの前記先端から離れる方向へ前記先端側が回動するように設置されたこ
とを特徴とする請求項１に記載のメガリングフィルタ用接地工具。
【請求項３】
　前記閉塞具は、前記絶縁棒の長手方向に沿って移動して前記先端側が前記フックの先端
に対して離接可能に前記フック開閉部によって保持されるとともに、前記ワイヤに引っ張
られることにより前記先端側が前記フックの前記先端から離れる方向へ移動するように設
置されたことを特徴とする請求項１に記載のメガリングフィルタ用接地工具。
【請求項４】
　前記導通手段は、前記絶縁棒の長手方向に沿って移動することにより前記フックに対し
て離接可能に、かつ、前記ワイヤに引っ張られることにより前記フックに接触した部分が
離れる方向へ移動可能に設置されたことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１
項に記載のメガリングフィルタ用接地工具。
【請求項５】
　前記導通手段は、先端側が回動して前記フックに対して離接可能に基端側が前記フック
開閉部によって回動自在に保持されるとともに、前記ワイヤに引っ張られることにより前
記フックから離れる方向へ前記先端側が回動するように設置される接続金具を備えたこと
を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のメガリングフィルタ用接地工
具。
【請求項６】
　前記導通手段が前記フックに対して離接可能に設置される代わりに前記フックに対して
常に接触した状態に設置され、前記ケーブルの一部を切り離すとともに、このケーブルの
切り離された部分を再び接続可能に絶縁手段が前記ケーブルに設置されたことを特徴とす
る請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のメガリングフィルタ用接地工具。
【請求項７】
　前記閉塞具をその先端側が前記フックの前記先端に当接する方向へ付勢するバネ部材を
備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のメガリングフィル
タ用接地工具。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁抵抗器を用いた絶縁抵抗の測定作業において用いられるメガリングフィ
ルタ用接地工具に係り、特に、上記作業における安全性と作業効率を高めること可能なメ
ガリングフィルタ用接地工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　変電所と送電鉄塔との間に架設されている並行２回線の三相送電線において各相の絶縁
抵抗を測定する場合、測定対象となる回線を休止させた後、残りの２本の回線の影響によ
って発生する誘導電圧を減衰させるために、その回線に対して接地工具が設置される。
【０００３】
　ここで、メガリングフィルタと絶縁抵抗器を用いた絶縁抵抗の測定方法について図１１
及び図１２を用いて説明する。なお、図１１及び図１２はそれぞれ従来技術に係るメガリ
ングフィルタを用いて絶縁抵抗を測定する際の手順を模式的に示した図及びその手順を示
すフローチャートである。
　図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示す電気設備５０は、断路器の送電端を図示している
。断路器とは変電設備から送電線を回路的に開閉するものであり、変電設備と送電線の間
に使用されている。電気設備５０は三相の各相に対応するように設けられる３つの支持が
いし５１と、この支持がいし５１を支持する架台５２からなり、上述のケーブルは支持が
いし５１を介して送電線に接続されている。支持がいし５１の上部には接地工具５４やメ
ガリングフィルタ５９を取り付けるための接地取付端子５３が設けられている。
【０００４】
　接地工具５４は絶縁棒５５の先端に設けられたフック５６にケーブル５７を介して接地
金具５８が接続された構造となっている。また、メガリングフィルタ５９は、絶縁棒６０
の先端に設けられたフック６１に対しケーブル６２を介して接地金具６４が接続されると
ともに、ケーブル６３を介してライン端子６５及びアース端子６６が接続されている。
【０００５】
　まず、電気設備５０に残留している電荷を放電するため、図１１（ａ）に示すように、
接地金具５８を架台５２に設けられた接地箇所に接続した状態で接地工具５４のフック５
６を接地取付端子５３に取り付ける（図１２におけるステップＳ１）。
　次に、図１１（ｂ）に示すように、接地金具６４を架台５２に設けられた接地箇所に接
続するとともに、ライン端子６５とアース端子６６を絶縁抵抗器６７のライン接続端子６
８とアース接続端子６９にそれぞれ接続した状態でメガリングフィルタ５９のフック６１
を接地取付端子５３に取り付ける（図１２におけるステップＳ２～ステップＳ４）。
【０００６】
　その後、接地工具５４を取り外し（図１２におけるステップＳ５）、絶縁抵抗器６７の
スイッチを入れて絶縁抵抗の測定を開始する（図１２におけるステップＳ６）。絶縁抵抗
の測定が終了すると（図１２におけるステップＳ７）、再び接地工具５４を電気設備５０
に取り付け（図１２におけるステップＳ８）、この状態でメガリングフィルタ５９を取り
外す（図１２におけるステップＳ９）。そして、最後に接地工具５４を取り外す（図１２
におけるステップＳ１０）。
【０００７】
　一般に、接地工具５４やメガリングフィルタ５９の絶縁棒５５，６０には、絶縁性確保
のため、１．５ｍ以上の長尺物が用いられることが多い。そして、上述の作業では、この
ような２種類の長尺物の取り付けや取り外しを何度も行わなければならない。さらに、接
地工具５４やメガリングフィルタ５９は重量があるため、取り扱いが容易でない。したが
って、従来のメガリングフィルタ５９では絶縁抵抗の測定を行う際の作業性が悪いという
課題があった。また、作業者が接地工具５４による接地をせずにメガリングフィルタ５９
の取り付けや取り外しを行うことで、重大な事故を引き起こす可能性があった。
【０００８】
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　絶縁抵抗の測定を行う際の作業効率を高めるものとして、例えば、特許文献１には、メ
ガリングフィルタを介して送電線の絶縁抵抗を測定する「絶縁抵抗測定器」に関する発明
が開示されている。
　この発明は、メガリングフィルタの「平型」のアース端子及びライン端子が接続される
「ねじ型」の端子を備えたことを特徴としており、メガリングフィルタとの接続が容易に
なるため、作業者の負担が軽減されるという効果を有している。
【０００９】
　また、特許文献２には、メガリングフィルタに関するものではないが、高電圧用コンデ
ンサ及びケーブルの残留電荷を放電させる作業において使用される「放電用アース棒」に
関する発明が開示されている。
　この発明は、抵抗器放電を行う電極と、直接接地放電を行う電極と、透明絶縁材料ケー
スに内蔵された抵抗器を備えたことを特徴としており、抵抗器放電と直接接地放電を１本
のアース棒で行うことが可能となるため、使用上の利便性や安全性が向上するという効果
を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２－２３７７３１号公報
【特許文献２】特開平０８－３１４７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　特許文献１に記載された発明では、確かに絶縁抵抗測定器とメガリングフィルタの接続
作業において作業者の負担が軽減されるものの、接地工具やメガリングフィルタという長
尺で重量のある２種類の工具を用いなければならないため、絶縁抵抗の測定時における作
業性を改善することはできない。
　また、特許文献２に記載された発明では、２種類の工具を一体化する思想が開示されて
いるが、接地工具とメガリングフィルタを単に一体化しただけでは、前述の作業手順に変
わりがなく、重量のある長尺物を測定対象物に対して何度も取り付けたり、取り外したり
する必要があるため、作業性はほとんど改善されない。さらに、接地工具のつけ忘れとい
う人為的ミスを防ぐこともできない。
【００１２】
　本発明はかかる従来の事情に対処してなされたものであって、絶縁抵抗器を用いた絶縁
抵抗の測定作業における安全性と作業効率を高めること可能なメガリングフィルタ用接地
工具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、第１の発明は、絶縁棒の上部にフックを有するメガリングフ
ィルタにおいて、フックと絶縁棒の接続箇所の近傍に設置される中空のフック開閉部本体
と、絶縁棒の下端近傍に設置されるワイヤ操作部と、このワイヤ操作部に一端が連結され
るとともに絶縁棒の長手方向に沿って移動可能に設置されるワイヤと、フックの先端に対
して先端側を離接可能に設置されてフックの開口部を閉塞若しくは開放するとともにワイ
ヤの他端が連結される閉塞具と、ケーブルを介して接地金具と電気的に接続されるととも
にフックに対して離接可能に設置される導通手段と、を備え、ワイヤは、ワイヤ操作部の
操作に伴って絶縁棒の長手方向に沿って移動し、閉塞具は、ワイヤに引っ張られることに
よってフックの開口部を閉塞状態から開放状態へ切り換え可能にフック開閉部本体に設置
され、導通手段は、ワイヤに引っ張られることによってフックに対して一部が接触可能に
フック開閉部本体に設置されたことを特徴とするものである。
【００１４】
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、ワイヤ操作部を操作して
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ワイヤを絶縁棒の長手方向に沿って移動させると、フックの開口部の開閉状態と、フック
と接地金具との導通状態がそれぞれ切り換わるという作用を有する。すなわち、本発明は
従来の接地工具とメガリングフィルタの両方の機能を併せ持つものであるため、絶縁抵抗
の測定作業において、従来のメガリングフィルタを用いる場合とは異なり、メガリングフ
ィルタの使用の前後に接地工具の取り付け作業や取り外し作業を行う必要がない。
【００１５】
　また、第２の発明は、第１の発明において、閉塞具は、先端側が回動してフックの先端
に対して離接可能に基端側がフック開閉部によって回動自在に保持されるとともに、ワイ
ヤに引っ張られることによりフックの先端から離れる方向へ先端側が回動するように設置
されたことを特徴とするものである。
【００１６】
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、第１の発明の作用に加え
、ワイヤ操作部の操作に伴って閉塞具がワイヤによって引っ張られて回動し、その先端側
がフックから離れると、フックの開口部が開放される一方、閉塞具が逆方向へ回動して先
端側がフックに当接すると、フックの開口部が閉塞されるという作用を有する。
【００１７】
　第３の発明は、第１の発明において、閉塞具は、絶縁棒の長手方向に沿って移動して先
端側がフックの先端に対して離接可能にフック開閉部によって保持されるとともに、ワイ
ヤに引っ張られることにより先端側がフックの先端から離れる方向へ移動するように設置
されたことを特徴とするものである。
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、第１の発明の作用に加え
、ワイヤ操作部の操作に伴って閉塞具がワイヤによって引っ張られて絶縁棒の長手方向に
沿って移動し、その先端側がフックから離れると、フックの開口部が開放される一方、閉
塞具が逆方向へ移動して先端側がフックに当接すると、フックの開口部が閉塞されるとい
う作用を有する。
【００１８】
　第４の発明は、第１の発明乃至第３の発明のいずれかにおいて、導通手段は、絶縁棒の
長手方向に沿って移動することによりフックに対して離接可能に、かつ、ワイヤに引っ張
られることによりフックに接触した部分が離れる方向へ移動可能に設置されたことを特徴
とするものである。
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、第１の発明乃至第３の発
明のいずれかの作用に加え、ワイヤ操作部の操作に伴って導通手段がワイヤによって引っ
張られて絶縁棒の長手方向に沿って移動してフックに接触すると、導通手段とフックが導
通するため、フックが導通手段とケーブルを介して接地金具と電気的に接続される一方、
導通手段が逆方向へ移動してフックから離れると、導通手段とフックの導通状態が解除さ
れてフックが接地金具と電気的に接続されなくなるという作用を有する。
【００１９】
　第５の発明は、第１の発明乃至第３の発明のいずれかにおいて、導通手段は、先端側が
回動してフックに対して離接可能に基端側がフック開閉部によって回動自在に保持される
とともに、ワイヤに引っ張られることによりフックから離れる方向へ先端側が回動するよ
うに設置される接続金具を備えたことを特徴とするものである。
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、第１の発明乃至第３の発
明のいずれかの作用に加え、ワイヤ操作部の操作に伴って接続金具がワイヤによって引っ
張られて回動し、フックに接触すると、接続金具とフックが導通するため、フックが接続
金具とケーブルを介して接地金具と電気的に接続される一方、接続金具が逆方向へ回動し
てフックから離れると、接続金具とフックの導通状態が解除されてフックが接地金具と電
気的に接続されなくなるという作用を有する。
【００２０】
　第６の発明は、第１の発明乃至第５の発明のいずれかにおいて、導通手段がフックに対
して離接可能に設置される代わりにフックに対して常に接触した状態に設置され、ケーブ
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ルの一部を切り離すとともに、このケーブルの切り離された部分を再び接続可能に絶縁手
段がケーブルに設置されたことを特徴とするものである。
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、絶縁手段の操作によりケ
ーブルの一部が切り離されると、フックが接地金具と電気的に接続されなくなる一方、こ
のケーブルの切り離された部分が再び接続されると、フックがケーブルを介して接地金具
と電気的に接続されるという作用を有する。
【００２１】
　第７の発明は、第１の発明乃至第６の発明のいずれかにおいて、閉塞具をその先端側が
フックの先端に当接する方向へ付勢するバネ部材を備えたことを特徴とするものである。
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具においては、第１の発明乃至第６の発
明のいずれかの作用に加え、フックの先端に接触可能な先端側がフックから離れるように
ワイヤ等を介して閉塞具へ加えられた力が弱まると、閉塞具がバネ部材に付勢されて、先
端側がフックの先端に当接し、フックの開口部が閉塞されるという作用を有する。
【発明の効果】
【００２２】
　第１の発明においては、絶縁抵抗の測定作業の際に、従来の接地工具とメガリングフィ
ルタのような重量のある２種類の長尺部材を取り扱う必要がないため、作業者の疲労が軽
減されるとともに、作業に要する時間が短縮される。また、従来の接地工具とメガリング
フィルタを用いる場合とは異なり、「メガリングフィルタの使用前後における接地工具の
つけ忘れ」を原因とする事故は発生し得ない。したがって、上記測定作業時における安全
性を格段に高めることができる。
【００２３】
　第２の発明によれば、第１の発明の効果に加え、フックの開口部を開閉させる機構を簡
単な構造によって実現できるため、製造コストが安くなるという効果を奏する。
【００２４】
　第３の発明によれば、第１の発明の効果に加え、フックの開口部を第２の発明とは異な
る機構によって簡単に開閉させることができるため、製造コストが安くなるという効果を
奏する。
【００２５】
　第４の発明によれば、第１の発明乃至第３の発明のいずれかの効果に加え、フックと接
地金具を導通させるとともに、その導通状態を解除する機構を簡単な構造によって実現で
きるため、製造コストが削減されるという効果を奏する。
【００２６】
　第５の発明によれば、第１の発明乃至第３の発明のいずれかの効果に加え、第４の発明
とは異なる機構によってフックと接地金具を導通させるともに、その導通状態を簡単に解
除することができるため、製造コストが削減されるという効果を奏する。
【００２７】
　第６の発明によれば、フックと接地金具を導通させるともに、その導通状態を解除する
機構を第１の発明乃至第５の発明の場合よりもさらに簡単な構造によって実現できるため
、製造コストが削減されるという効果がより一層発揮される。
【００２８】
　第７の発明によれば、ワイヤ操作部を操作していない場合にはフックの開口部が閉塞具
によって常に閉塞された状態となっており、電気設備の接地取付端子等からフックが勝手
に外れてしまうおそれがないため、作業時の安全性が高まるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明の実施の形態に係るメガリングフィルタ用接
地工具の実施例１の外観を示す正面図及び側面図であり、（ｃ）及び（ｄ）はそれぞれ同
図（ａ）においてメガリングフィルタ用接地工具をＡ方向から見た拡大図及びＢ－Ｂ線矢
視断面の拡大図である。
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【図２】（ａ）及び（ｂ）は図１（ａ）におけるＣ－Ｃ線矢視断面の拡大図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ実施例１におけるワイヤ操作部の変形例を示す側面
図及び正面図であり、（ｃ）及び（ｄ）は同図（ｂ）におけるＤ－Ｄ線矢視断面の拡大図
である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明の実施の形態に係るメガリングフィルタ用接
地工具の実施例２の外観を示す正面図及び側面図であり、（ｃ）は同図（ａ）のメガリン
グフィルタ用接地工具をＨ方向から見た拡大図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は図４（ａ）におけるＩ－Ｉ線矢視断面の拡大図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明の実施の形態に係るメガリングフィルタ用接
地工具の実施例３の外観を示す正面図及び側面図であり、（ｃ）は同図（ａ）のメガリン
グフィルタ用接地工具をＫ方向から見た拡大図である。
【図７】（ａ）は実施例３のメガリングフィルタ用接地工具におけるワイヤ操作部の外観
斜視図であり、（ｂ）及び（ｃ）はその正面図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は図６（ａ）におけるＬ－Ｌ線矢視断面の拡大図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明の実施の形態に係るメガリングフィルタ用接
地工具の実施例４の外観を示す正面図及び側面図であり、（ｃ）は同図（ａ）のメガリン
グフィルタ用接地工具をＰ方向から見た拡大図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は図９（ａ）におけるＱ－Ｑ線矢視断面の拡大図である。
【図１１】従来技術に係るメガリングフィルタを用いて絶縁抵抗を測定する際の手順を模
式的に示した図である。
【図１２】従来技術に係るメガリングフィルタを用いて絶縁抵抗を測定する際の手順を模
式的に示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明のメガリングフィルタ用接地工具について、図１～図１０を用いて説明する。な
お、本発明のメガリングフィルタ用接地工具は、作業者が本体部（絶縁棒）を手に持って
、頭上にある測定対象物に対して本体部の先端に設けられたフックを取り付けるようにし
て使用するものである。したがって、以下の説明では、メガリングフィルタ用接地工具が
使用される際の状態を想定して、フックが設置されている側を「上部」とし、作業者が手
で持つ部分に近い方を「下部」と表現している。また、図１，図３，図４，図６，図９に
おけるメガリングフィルタ用接地工具については、ケーブル６３及びライン端子６５とア
ース端子６６の図示を省略している。
【実施例１】
【００３１】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）はそれぞれ本実施例のメガリングフィルタ用接地工具の外観
を示している。また、図１（ｃ）は図１（ａ）においてメガリングフィルタ用接地工具を
Ａ方向から見た状態を示しており、図１（ｄ）は図１（ａ）におけるＢ－Ｂ線矢視断面を
示している。
　さらに、図２（ａ）及び図２（ｂ）は図１（ａ）におけるＣ－Ｃ線矢視断面を拡大して
示したものである。
　ただし、図１（ｃ）ではワイヤと引張コイルばねの図示を省略し、図１（ｄ）ではワイ
ヤ操作部の本体とツマミに対してのみ断面であることを示すためのハッチングを施してい
る。また、図２（ａ）及び図２（ｂ）ではフック開閉部の本体のみに上述のハッチングを
施すとともに、接地金具が接続されたケーブルの図示を省略している。なお、図１１に示
した構成要素については同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、メガリングフィルタ用接地工具１ａは、フック開閉部２が
フック６１に対し固定ベルト２ａを用いて絶縁棒６０との接続箇所の近傍に取り付けられ
るとともに、ワイヤ操作部３が固定ベルト３ａを用いて絶縁棒６０の下端近傍に取り付け
られた構造となっている。
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　ワイヤ操作部３は、ワイヤ５の一端が連結されるツマミ６と、固定ベルト３ａによって
絶縁棒６０に固定される中空構造の本体４からなる。本体４の前面には、絶縁棒６０に取
り付けられた際に軸方向と平行となる方向へガイド穴４ａが長く形成されており、ツマミ
６はガイド穴４ａに対して長手方向へのみ移動可能に嵌め込まれることにより、本体４に
よって絶縁棒６０の軸方向へスライド自在に保持されている。したがって、図１（ａ）又
は図１（ｄ）に矢印Ｘで示した方向へツマミ６を移動させると、ワイヤ５はツマミ６に引
っ張られて下方へ移動する。また、本体４は、上下面にケーブル挿通孔４ｂ，４ｂが設け
られており、本体４を貫通するように設置されるケーブル６２は、このケーブル挿通孔４
ｂ，４ｂによって上下方向へ移動自在に保持されている。
【００３３】
　フック開閉部２は、固定ベルト２ａによってフック６１に固定される中空構造のフック
開閉部本体７と、フック６１の先端６１ａに上部を接触又は近接可能にフック開閉部本体
７の上面に立設される長尺直方体状の閉塞具８と、ケーブル６２の上端が電気的に接続さ
れた状態でフック開閉部本体７の内部に設置される導通体９ａ（図２を参照。）と、一部
を接触させるようにしてフック６１に対して電気的に接続されるとともに、少なくとも一
部がフック開閉部本体７の内部に設置される導通体９ｂと、基端が導通体９ａに対し電気
的に接続された状態で枢着されるとともに、回動させた場合に先端１０ａが導通体９ｂと
接触するようにフック開閉部本体７の内部に設置される接続金具１０と、を備えている。
【００３４】
　さらに、フック開閉部２は、閉塞具８に対し長手方向へスライド可能に外挿されワイヤ
５の上端が連結される筒体１１と、一端が閉塞具８の上端近傍に連結され他端がフック開
閉部本体７の内部でワイヤ５に連結されるワイヤ１２ａと、引張コイルばね１３を介して
閉塞具８の上端近傍と筒体１１を連結する一対のワイヤ１２ｂ，１２ｂと、引張コイルば
ね１３を介して閉塞具８の上端近傍とフック開閉部本体７を連結するワイヤ１２ｃと、接
続金具１０の基端の枢着軸（図示せず）に一端が巻回され他端がフック開閉部本体７の内
部でワイヤ５に連結されるワイヤ１２ｄと、を備えている。
【００３５】
　フック開閉部本体７の前面には、ワイヤ１２ａを案内するためのガイドローラ１４ａ（
図１を参照。）と、ワイヤ１２ａを挿通するためのガイド孔１４ｂが設けられている。ま
た、フック開閉部本体７の上下面にはワイヤ挿通孔（図示せず）がそれぞれ設けられてお
り、フック開閉部本体７を貫通するワイヤ５は、このワイヤ挿通孔によって上下方向へ移
動自在に保持されている。さらに、閉塞具８は、上部８ａが下部８ｂに対してヒンジ８ｃ
（図２（ｂ）を参照。）を介して回動可能に連結され、上部８ａと下部８ｂが一直線にな
った状態で、上部８ａの上端近傍がフック６１の先端６１ａに接触する構造となっている
。すなわち、フック６１の開口部６１ｂは、閉塞具８の上部８ａと下部８ｂが一直線をな
した状態で閉塞され（図２（ａ）参照）、上部８ａがフック６１の先端６１ａから離れる
方向（図２（ａ）に矢印Ｅで示す方向）へ回動することで開放される（図２（ｂ）参照）
。
【００３６】
　ワイヤ１２ｃは閉塞具８の上部８ａをフック６１の先端６１ａに近づける方向へ付勢し
、ワイヤ１２ｂ，１２ｂは筒体１１を閉塞具８の上部８ａの上端に向かう方向へ付勢して
いる。なお、閉塞具８の上部８ａと下部８ｂが一直線をなしているとき、筒体１１はヒン
ジ１２ｃとともに、これに接続される上部８ａの下端と下部８ｂの上端の一部を覆う位置
にある。この場合、筒体１１によって上部８ａと下部８ｂは一体化した状態で固定される
ため、上部８ａは下部８ｂに対して回動不能となる。
　一方、ワイヤ操作部３のツマミ６を下側へスライドさせると、ワイヤ５に引っ張られて
筒体１１が下方へ移動する。そして、筒体１１がヒンジ８ｃよりも下方へ移動した場合、
上部８ａは下部８ｂに対して回動可能となる。
【００３７】
　上述したように、ワイヤ５にはワイヤ１２ａとワイヤ１２ｄの一端がそれぞれ連結され
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ている。そのため、ワイヤ５が下方へ移動すると、閉塞具８の上部８ａがワイヤ１２ａに
引っ張られ、ワイヤ１２ｃに設けられた引張コイルバネ１３の引張力に抗して、フック６
１の先端６１ａから離れる方向（図２（ａ）に矢印Ｅで示す方向）へ回動する。さらに、
ワイヤ５が下方へ移動すると、ワイヤ５に連結されたワイヤ１２ｄの一端が下方へ引っ張
られるため、ワイヤ１２ｄの他端が巻回された接続金具１０の基端の枢着軸が回動する。
その結果、図２（ａ）に矢印Ｆで示すように接続金具１０が回動し、先端１０ａが導通体
９ｂに接触する（図２（ｂ）参照）。これにより、フック６１は接地金具６４が接続され
たケーブル６２に対し、導通体９ｂ、接続金具１０及び導通体９ａを介して電気的に接続
された状態となる。すなわち、導通体９ａ，９ｂ及び接続金具１０はフック６１をケーブ
ル６２を介して接地金具６４に導通させる導通手段として機能する。なお、図２（ａ）に
示すように、閉塞具８の上部８ａと下部８ｂが一直線をなしている場合、接続金具１０の
先端１０ａは導通体９ｂに接触していない。
【００３８】
　次に、ワイヤ操作部３の変形例について図３を用いて説明する。
　図３（ａ）及び図３（ｂ）はそれぞれ実施例１におけるワイヤ操作部の変形例を示して
おり、図３（ｃ）及び図３（ｄ）は図３（ｂ）におけるＤ－Ｄ線矢視断面を示している。
なお、図３（ｃ）および図３（ｄ）ではワイヤ操作部の本体のみに前述のハッチングを施
すとともに、接地金具が接続されたケーブルの図示を省略している。
　図３（ａ）乃至図３（ｄ）に示すように、ワイヤ操作部１５は、ベルト挿通孔１６ａに
挿通される固定ベルト１５ａを用いて絶縁棒６０に固定される中空構造の本体１６と、握
り部１７ａと長尺直方体状のワイヤ固定部１７ｂからなり側面視「フ」字状をなすレバー
ハンドル１７と、本体１６に内蔵される圧縮コイルばね１８と、を備えている。
【００３９】
　レバーハンドル１７は、前面に設けられた開口部１６ｂから握り部１７ａの一部を突出
させるとともに、絶縁棒６０の中心軸とワイヤ５を含む平面に直交する軸体１９を中心と
して回動自在に本体１６の内部に設置されている。ワイヤ固定部１７ｂの上面には、先端
と軸体１９の近傍にワイヤ５のガイドローラ２０ａ，２０ｂがそれぞれ設けられており、
本体１６は、ガイドローラ２０ａの上方に位置する内壁面１６ｃにワイヤ５の固定具２１
が設けられるとともに、ガイドローラ２０ｂの上方に位置する内壁面１６ｃにワイヤ５の
挿通孔（図示せず）が設けられている。そして、ワイヤ５は、この挿通孔から本体１６の
内部に挿通され、ガイドローラ２０ａ，２０ｂに巻回された状態で、その先端が固定具２
１によって内壁面１６ｃに固定されている。また、圧縮コイルばね１８はワイヤ固定部１
７ｂの先端近傍の下面と内壁面１６ｃの間に設置されており、この圧縮コイルばね１８に
よってワイヤ固定部１７ｂの先端は上方へ向かって付勢されている。
【００４０】
　このような構造のワイヤ操作部１５においては、作業者が握り部１７ａを握ることによ
り図３（ｄ）の状態になるまで図３（ｃ）に矢印Ｇで示す方向へレバーハンドル１７を回
動させると、図３（ｄ）に矢印Ｘで示すように、ワイヤ５が下方へ引っ張られる。一方、
この状態から作業者が握り部１７ａを握る力を弱めると、圧縮コイルばね１８の作用によ
ってレバーハンドル１７が上述の矢印Ｇと逆の方向へ回動し、図３（ｃ）の状態に戻るた
め、下方へ引っ張られていたワイヤ５は再び上方へ移動する。
【００４１】
　以上説明したように、メガリングフィルタ用接地工具１ａにおいては、ワイヤ操作部３
のツマミ６をスライドさせるという簡単な操作によって、フック６１の開口部６１ｂの開
閉状態と、フック６１と接地金具６４との導通状態がそれぞれ切り換わるという作用を有
する。すなわち、メガリングフィルタ用接地工具１ａは従来の接地工具とメガリングフィ
ルタの両方の機能を併せ持つものである。したがって、このメガリングフィルタ用接地工
具１ａを用いて絶縁抵抗の測定作業を行う場合には、従来のメガリングフィルタの使用の
前後に行う必要があった接地工具の取り付け及び取り外し（図１２のステップＳ１、ステ
ップＳ５、ステップＳ８及びステップＳ１０）という作業が不要である。
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【００４２】
　このように、メガリングフィルタ用接地工具１ａによれば、絶縁抵抗の測定作業の際に
、従来の接地工具とメガリングフィルタのような重量のある２種類の長尺部材を取り扱う
必要がないため、作業者の疲労が軽減されるとともに、作業に要する時間が短縮される。
また、従来の接地工具とメガリングフィルタを用いる場合とは異なり、「メガリングフィ
ルタの使用前後における接地工具のつけ忘れ」を原因とする事故は発生し得ない。したが
って、上記測定作業時における安全性を格段に高めることができる。
　さらに、フック６１の開口部６１ｂを開閉させる機構及びフック６１と接地金具６４を
導通させるとともに、その導通状態を解除する機構が簡単な構造によって実現されるため
、製造コストを安くすることができる。
　加えて、メガリングフィルタ用接地工具１ａでは、ワイヤ操作部３を操作していない場
合、フック６１の開口部６１ｂが閉塞具８によって常に閉塞された状態となっており、電
気設備の接地取付端子等からフック６１が勝手に外れてしまうおそれがないため、作業時
の安全性を高めることができる。
【実施例２】
【００４３】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）はそれぞれ本実施例のメガリングフィルタ用接地工具の外観
を示しており、図４（ｃ）は図４（ａ）においてメガリングフィルタ用接地工具をＨ方向
から見た状態を示している。また、図５（ａ）及び図５（ｂ）は図４（ａ）におけるＩ－
Ｉ線矢視断面を示している。
　なお、図５では導通体９ａがフック６１に接触しているように示されているが、実際に
は導通体９ａはフック６１と導通していない。また、図５（ａ）及び図５（ｂ）ではフッ
ク開閉部の本体とガイド部材のみに断面であることを示すハッチングを施している。さら
に、図１及び図２に示した構成要素については同一の符号を付して、その説明を省略する
。
【００４４】
　図４及び図５に示すように、本実施例のメガリングフィルタ用接地工具１ｂは、実施例
１のメガリングフィルタ用接地工具１ａのフック開閉部２において、閉塞具８の代わりに
閉塞具２２が設置されていることを特徴とする。
　閉塞具２２は長尺直方体状をなし、上端近傍をフック６１の先端６１ａに対して接触可
能に、フック開閉部本体７の上面に設けられた挿通孔（図示せず）に挿設されるとともに
、その下部がフック開閉部本体７の内部に設置されたガイド部材２３によって上下方向へ
スライド可能に保持されている。
【００４５】
　フック６１に対して電気的に接続された導通体９ｂは、図示しないガイド部材によって
上下方向へスライド可能に保持されており、導通体９ａに対して接続金具１０を介して導
通される代わりに、その下端を導通体９ａの上端に接触させることで導通体９ａと導通さ
れる構造となっている。
　また、導通体９ａの上端近傍にはガイドローラ２４が設けられており、導通体９ｂに一
端が固定されたワイヤ１２ｆは、このガイドローラ２４に巻回された状態で、他端がワイ
ヤ５に連結されている。さらに、閉塞具２２は、引張コイルばね１３を介して閉塞具２２
の下端近傍とフック開閉部本体７の上側内壁面７ａを連結する一対のワイヤ１２ｆ，１２
ｆ（ただし、図では一方しか示されていない。）によって上方へ付勢されている。
　なお、実施例１のメガリングフィルタ用接地工具１ａとは異なり、フック開閉部本体７
には、ガイドローラ１４ａとガイド孔１４ｂは設けられておらず、ワイヤ５が挿通される
ワイヤ挿通孔は下面のみに設けられている。
【００４６】
　このような構造のメガリングフィルタ用接地工具１ｂにおいては、ワイヤ操作部３のツ
マミ６を下側へスライドさせると、閉塞具２２がワイヤ５に引っ張られて、ワイヤ１２ｅ
に設けられた引張コイルバネ１３の引張力に抗して下降するとともに、導通体９ｂがワイ
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ヤ１２ｆに引っ張られて下降する。その結果、閉塞具２２によって閉塞されていたフック
６１の開口部６１ｂ（図５（ａ）参照）が開放されるとともに、導通体９ａと導通体９ｂ
が接触し、両者が電気的に接続される（図５（ｂ）参照）。これにより、フック６１は接
地金具６４が接続されたケーブル６２に対し、導通体９ａ，９ｂを介して電気的に接続さ
れた状態となる。
　一方、この状態でワイヤ操作部３のツマミ６から手を放すと、引張コイルバネ１３の引
張力により閉塞具２２が上昇し、フック６１の開口部６１ｂを閉塞するとともに、導通体
９ｂが上昇して導通体９ａから離れ、フック６１と接地金具６４の導通状態が解除される
。
　すなわち、導通体９ａ，９ｂはケーブル６２を介してフック６１を接地金具６４に導通
させる導通手段として機能している。
【００４７】
　このように、メガリングフィルタ用接地工具１ｂでは、ワイヤ操作部３を操作していな
い場合、フック６１の開口部６１ｂが閉塞具２２によって常に閉塞された状態となり、電
気設備の接地取付端子等からフック６１が勝手に外れてしまうおそれがないため、作業時
の安全性に優れている。
　また、メガリングフィルタ用接地工具１ｂでは、フック６１の開口部６１ｂを開閉させ
る機構及びフック６１と接地金具６４を導通させるとともに、その導通状態を解除する機
構がメガリングフィルタ用接地工具１ａと異なる簡単な構造によって実現されるため、安
価に製造することが可能である。
【実施例３】
【００４８】
　図６（ａ）及び図６（ｂ）はそれぞれ本実施例のメガリングフィルタ用接地工具の外観
を示しており、図６（ｃ）は図６（ａ）におけるメガリングフィルタ用接地工具をＫ方向
から見た状態を示している。また、図７（ａ）乃至図７（ｃ）は本実施例のメガリングフ
ィルタ用接地工具におけるワイヤ操作部の外観を示している。さらに、図８（ａ）及び図
８（ｂ）は図６（ａ）におけるＬ－Ｌ線矢視断面を拡大して示したものである。
　なお、図８（ａ）及び図８（ｂ）ではフック開閉部の本体とガイド部材のみに断面であ
ることを示すハッチングを施している。さらに、図４及び図５に示した構成要素について
は同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００４９】
　図６乃至図８に示すように、本実施例のメガリングフィルタ用接地工具１ｃは、実施例
２のメガリングフィルタ用接地工具１ｂにおいて、ワイヤ操作部３の代わりにワイヤ操作
部２５が設置されていることを特徴とする。
　ワイヤ操作部２５は、固定ベルト２５ａによって絶縁棒６０に固定される中空構造の本
体２６と、絶縁棒６０の軸方向に直交する軸を中心として回動自在に本体２６の前面に設
置されるとともにワイヤ５の一端が連結され、前面にツマミ２７ａが設けられた円柱状の
絶縁体２７と、この絶縁体２７と一体となって回動自在に本体２６の内部に設置され側面
に突起部２８ａ（図７を参照。）を有する円柱状の導通体２８と、本体２６の前面に設置
されワイヤ５に対して上下方向への移動のみを許容するガイド部材２９からなる。なお、
ケーブル６２は、本体２６の内部において上側端部６２ａと下側端部６２ｂに分断されて
いる。そして、上側端部６２ａは導通体２８と接触するように設置されており、両者は常
に導通状態となっている。一方、下側端部６２ｂは、導通体２８とともに回動する突起部
２８ａに接触した場合にのみ導通体２８と導通するように設置されている。
　すなわち、メガリングフィルタ用接地工具１ｃでは、ワイヤ操作部２５がケーブル６２
の一部を切り離して、フック６１と接地金具６４との導通状態を解除する絶縁手段として
機能する。
【００５０】
　すなわち、絶縁体２７によってワイヤ５が巻き取られていない状態（図７（ａ）又は図
７（ｂ））では、ケーブル６２の上側端部６２ａと下側端部６２ｂは導通していない。し
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かし、図７（ｂ）に矢印Ｍで示すように、作業者がツマミ２７ａを掴んで絶縁体２７を時
計回りに回転させると、ワイヤ５が絶縁体２７の側面に巻き付くようにして巻き取られる
ため、ワイヤ５は下方（矢印Ｘで示す方向）へと移動する。そして、図７（ｃ）に示した
状態になるまで、絶縁体２７を回動させると、突起部２８ａがケーブル６２の下側端部６
２ｂに接触し、両者が導通する。これにより、ケーブル６２の上側端部６２ａと下側端部
６２ｂが導通体２８及び突起部２８ａを介して電気的に接続された状態となる。
【００５１】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、メガリングフィルタ用接地工具１ｃには、導
通体９ｂが設置されていないため、ガイドローラ２４とワイヤ１２ｆも設けられていない
。その代わり、導通体９ａはフック６１に接触しており、両者は常に導通状態となってい
る。すなわち、メガリングフィルタ用接地工具１ｃでは、導通体９ａがケーブル６２を介
してフック６１を接地金具６４に導通させる導通手段として機能する。
【００５２】
　図８（ａ）に示すように、フック６１の開口部６１ｂが閉塞具２２によって閉塞されて
いる状態では、フック６１はケーブル６２に接続された接地金具６４と導通していない。
しかし、ワイヤ操作部２５のツマミ２７ａを時計回りに回転させると、閉塞具２２がワイ
ヤ５に引っ張られて下降し、閉塞具２２によって閉塞されていたフック６１の開口部６１
ｂは、図８（ｂ）に示すように開放される。このとき、前述したように、ケーブル６２の
上側端部６２ａと下側端部６２ｂが導通状態になるため、フック６１は接地金具６４が接
続されたケーブル６２に対し、導通体９ａとケーブル６２を介して電気的に接続された状
態となる。
　このように、メガリングフィルタ用接地工具１ｃによれば、フック６１と接地金具６４
を導通させるともに、その導通状態を解除する機構が実施例１又は実施例２に示した場合
よりもさらに簡単な構造によって実現されるため、製造コストが削減されるという効果が
より一層発揮される。
【実施例４】
【００５３】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）はそれぞれ本実施例のメガリングフィルタ用接地工具の外観
を示しており、図９（ｃ）は図９（ａ）においてメガリングフィルタ用接地工具をＰ方向
から見た状態を示している。また、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は図９（ａ）における
Ｑ－Ｑ線矢視断面の状態を拡大して示している。
　なお、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）ではフック開閉部の本体とガイド部材のみに断面
であることを示すハッチングを施している。さらに、図４乃至図８に示した構成要素につ
いては同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００５４】
　図９及び図１０に示すように、本実施例のメガリングフィルタ用接地工具１ｄは、実施
例３のメガリングフィルタ用接地工具１ｃにおいて、ワイヤ操作部２５に加えてワイヤ操
作部３が設置されるとともに、閉塞具２２の代わりに、側面視「イ」の字状をなす閉塞具
３０が設置されていることを特徴とする。
　なお、ワイヤ５の一端はツマミ６に連結され、ワイヤ操作部２５の絶縁体２７には連結
されていないため、ワイヤ操作部２５のツマミ２７ａを回動させてもワイヤ５は上下方向
へ移動しない。また、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示すように、メガリングフィルタ
用接地工具１ｄには、導通体９ａが設置されておらず、ケーブル６２の上端は閉塞具３０
の下端に対して電気的に接続されている。すなわち、メガリングフィルタ用接地工具１ｄ
では、ケーブル６２の上側端部６２ａと下側端部６２ｂの導通状態を切り換える場合にワ
イヤ操作部２５を操作し、ワイヤ５を上下方向へ移動させる場合にワイヤ操作部３を操作
する構造となっている。
【００５５】
　したがって、図１０（ａ）に示すように、フック６１の開口部６１ｂが閉塞具２２によ
って閉塞されている状態で、ワイヤ操作部３のツマミ６を下側へスライドさせると、閉塞
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具３０がワイヤ５に引っ張られて下降し、閉塞具３０によって閉塞されていたフック６１
の開口部６１ｂは、図１０（ｂ）に示すように開放される。しかし、この状態ではまだフ
ック６１と接地金具６４は導通していない。
　そこで、ワイヤ操作部２５のツマミ２７ａを時計回りに回転させて、導通体２８（図７
を参照。）の突起部２８ａをケーブル６２の下側端部６２ｂに接触させると、ケーブル６
２の上側端部６２ａと下側端部６２ｂが導通する結果、フック６１と接地金具６４は導通
状態になる。すなわち、メガリングフィルタ用接地工具１ｄでは、閉塞具３０がケーブル
６２を介してフック６１を接地金具６４に導通させる導通手段として機能し、ワイヤ操作
部２５がケーブル６２の一部を切り離して、フック６１と接地金具６４との導通状態を解
除する絶縁手段として機能する。
　すなわち、メガリングフィルタ用接地工具１ｄでは、フック６１の開口部６１ｂを開閉
させる機構及びフック６１と接地金具６４を導通させるとともに、その導通状態を解除す
る機構が１つの簡単な構造によって実現されるため、製造コストのさらなる削減を図るこ
とができる。
【００５６】
　本発明のメガリングフィルタ用接地工具は、上述の実施例１乃至実施例４に示した構造
に限定されるものではない。例えば、実施例１のメガリングフィルタ用接地工具１ａにお
いて、閉塞具８の代わりに、実施例２で示した閉塞具２２を用いても良いし、導通体９ａ
，９ｂを接続金具１０を介して導通させる代わりに、実施例２で示したように、導通体９
ｂを絶縁棒６０の長手方向に沿って移動させて導通体９ｂに接触させることで両者を導通
させる構造としても良い。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、絶縁抵抗器を用いた絶縁抵抗の測定作業において利用可能である。
【符号の説明】
【００５８】
　１ａ～１ｄ…メガリングフィルタ用接地工具　２…フック開閉部　２ａ…固定ベルト　
３…ワイヤ操作部　３ａ…固定ベルト　４…本体　４ａ…ガイド穴　４ｂ…ケーブル挿通
孔　５…ワイヤ　６…ツマミ　７…フック開閉部本体　７ａ…上側内壁面　８…閉塞具　
８ａ…上部　８ｂ…下部　８ｃ…ヒンジ　９ａ，９ｂ…導通体　１０…接続金具　１０ａ
…先端　１１…筒体　１２ａ～１２ｆ…ワイヤ　１３…引張コイルばね　１４ａ…ガイド
ローラ　１４ｂ…ガイド孔　１５…ワイヤ操作部　１５ａ…固定ベルト　１６…本体　１
６ａ…ベルト挿通孔　１６ｂ…開口部　１６ｃ…内壁面　１７…レバーハンドル　１７ａ
…握り部　１７ｂ…ワイヤ固定部　１８…圧縮コイルばね　１９…軸体　２０ａ，２０ｂ
…ガイドローラ　２１…固定具　２２…閉塞具　２３…ガイド部材　２４…ガイドローラ
　２５…ワイヤ操作部　２５ａ…固定ベルト　２６…本体　２７…絶縁体　２７ａ…ツマ
ミ　２８…導通体　２８ａ…突起部　２９…ガイド部材　３０…閉塞具　５０…電気設備
　５１…支持がいし　５２…架台　５３…接地取付端子　５４…接地工具　５５…絶縁棒
　５６…フック　５７…ケーブル　５８…接地金具　５９…メガリングフィルタ　６０…
絶縁棒　６１…フック　６１ａ…先端　６１ｂ…開口部　６２…ケーブル　６２ａ…上側
端部　６２ｂ…下側端部　６３…ケーブル　６４…接地金具　６５…ライン端子　６６…
アース端子　６７…絶縁抵抗器　６８…ライン接続端子　６９…アース接続端子　　
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